
- 1 -

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第３条の４の国土交通大臣

が定める措置（告示）案について

平成２１年６月

国土交通省住宅局

１．改正の背景

高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、基本方針の拡充、都道府県による

高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設と一体とな

った高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進等について定める「高齢者の居住の安定確

保に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第38号 」の施行に伴い、所要の）

規定を整備するものである。

２．改正の概要

今般 「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成13年国土交通省令第11、

5号 」の改正により、高齢者円滑入居賃貸住宅（以下「高円賃」という ）の登録基準） 。

の一つとして、前払家賃、契約一体型サービスに係るサービス対価前払金又は一時金

（ 。）（ 「 」 。）家賃の６月分に相当する額を上限とする敷金を除く 以下 前払家賃等 という

を受領する場合にあっては、当該前払家賃等について返還債務を負うこととなる場合

に備えて銀行の前払家賃等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が定める措置が講

じられること、が定められる予定であるところ、当該措置を以下の通り定めることと

するとともに、その他所要の規定の整備を行うこととする。

① 銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で

出資の総額が5000万円以上であるもの、労働金庫又は宅地建物取引業法第41条第１

項第１号の国土交通大臣が指定する者（以下「銀行等」という ）との間において、。

高円賃の賃貸人又は契約一体型サービスを提供する者（以下「賃貸人等」という ）。

が前払家賃等の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務の

うち保全金額に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結するこ

と。

② 賃貸人等の親会社であって、一以上の指定格付機関により長期の債務を履行する

能力について特定格付が付与されたもの（当該格付が当該親会社の依頼により付与

され、かつ、公表されている場合に限る。以下同じ ）との間において、賃貸人等が。

前払家賃等の返済債務を負うこととなった場合において当該親会社がその債務のう

。ち保全金額に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること

③ 保険事業者との間において、賃貸人等が受領した前払家賃等の返還債務の不履行

別紙２



- 2 -

別紙２

により賃借人に生じた損害のうち当該返還債務の不履行に係る保全金額に相当する

部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結すること。

④ 一般社団法人又は一般財団法人で高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とし

て設立されたものとの間において、前払家賃等について賃貸人等が返還債務を負う

こととなる場合に備えた保全のための契約を締結することであって、①～③に掲げ

る措置に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。

⑤ 信託会社及び信託業務を営む金融機関との間において、保全金額につき前払家賃

等を支払った賃借人を受益者とする信託契約（金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律第５条ノ４の規定により元本補てんの契約をしたもの又は信託契約により保

全金額に相当する部分が保全されるものに限る ）を締結すること。。

３．今後のスケジュール（予定）
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